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１ 計画策定の趣旨 

 

近年の福祉政策は個人の尊厳を尊重する視点から、個々人の生活全体に着目し、障害

があっても要介護状態になっても、できる限り地域の中でその人らしい暮らしができる

ような基盤を整備していくという考えに基づき、自立支援、生活の確保、施設や病院か

ら地域への移行が進められてきました。 

しかし、一方では、急速な少子高齢化や核家族化、個人の価値観やライフスタイルの

多様化等による、家族や地域で支えあう機能の衰えや社会的つながりの希薄化、大規模

地震や自然災害などへの対処等が喫緊の課題となっております。 

このような中、引きこもりや自殺、認知症の問題、児童や高齢者の虐待、配偶者等か

らの暴力、地域からの孤立、生活困窮者の増加など、新たな課題も表面化しつつあり、

地域では市民一人ひとりの福祉ニーズが多様化・複雑化し、公的なサービスだけでは対

応が困難な状況となっています。 

地域福祉の役割は、住み慣れた地域で、お互いが支えあい助けあうことにより、誰も

がそれぞれの個性を活かし、地域の一員として生活することができる社会をつくること

です。そのためには、地域住民が主体となり、専門職、家族や友人、福祉活動を担う人、

ボランティア、民生委員児童委員、ＮＰＯ、事業者、各種福祉施設等、様々な関係者が

互いに支えあうことが求められます。 

また、これからの福祉は、「地域社会再生の軸としての福祉」という視点による新たな

方向性が求められており、地域の課題を発見するための方策、適切な圏域の設定、情報

の共有、活動資金の調達など、必要とされる取り組みを具体化し、計画的に推進してい

く必要があります。 

そのため、地域住民、行政、社会福祉関係団体等の支援・連携体制を一層強化し、お

互いの役割を果たす中で、本市の地域福祉をより効果的に推進するため、「第 3 期鉾田

市地域福祉計画」を策定するものです。 
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２ 地域福祉とは 

 

地域福祉とは、「誰もが安心して暮らすことができるよう、地域住民、行政、社会福祉

関係団体などが、ともに支えあい、助けあう地域づくり」を行うことです。 

そのためには、市民一人ひとりが、自分でできることは自分でする「自助・互助」の

意識や地域ぐるみで福祉活動に参加し、地域で支えあい、助けあう「共助」の考え方を

持つことが大切です。 

また、地域住民の活動や社会福祉関係団体などによる取り組みが主体的に推進される

よう、行政には自助・互助・共助の支援を行い、基盤づくりをする「公助」の役割が求

められます。 

 

■本計画における「自助・互助・共助・公助」の考え方 
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３ 計画の位置づけ 

 

「地域福祉計画」は、社会福祉法第 107 条の規定に基づき、地域福祉を推進するた

めの理念と仕組みを定めた総括的な計画として、行政が策定する計画です。 

一方、「地域福祉活動計画」は、社会福祉法第 109 条の規定に基づき、地域福祉を推

進するための実践的な計画として、社会福祉協議会が策定する計画です。 

このように、「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」は表裏一体の関係にあるため、

両計画の整合性を図った計画を策定し、効果的な地域福祉の推進を図ります。 

また、本計画は、関連計画との整合性を図りながら、高齢者や障害者といったサービ

スの「対象者」に着目するのではなく、「地域」に着目し、地域課題の解決のための方策

について定める計画とします。 

 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

   

鉾田市地域福祉計画

新たな社会問題解決の施策
・生活困窮者
（子どもの貧困を含む）
・災害時要支援者

個別計画の課題解決に
資する施策

地域福祉推進の
基盤・環境整備の施策

共通理念

第2次鉾田市総合計画

その他の
関連計画

ほか

国の法律・関連計画
県の関連計画

鉾
田
市
健
康
増
進
・
食
育
推
進
計
画

鉾
田
市
男
女
共
同
参
画
計
画

鉾
田
市
地
域
防
災
計
画

鉾
田
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・

第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画

鉾
田
市
市
障
害
者
基
本
計
画
・

鉾
田
市
障
害
福
祉
計
画
・

鉾
田
市
障
害
児
福
祉
計
画

鉾
田
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

事
業
計
画

連携

鉾田市地域福祉活動計画

（鉾田市社会福祉協議会）

連携・補完



第１章 計画の策定にあたって 

6 

４ 計画の期間 

 

本計画の期間は、2019 年度から 2023 年度までの５年間とします。 

ただし、社会情勢の変化、地域における新たな課題、国や県の取り組み等に対応する

ため、必要に応じて見直しを行います。 

 

■計画の期間 
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５ 計画の策定体制 

 

本計画の策定にあたっては、「鉾田市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会」を

設置し、各委員の専門的な見地から、計画の方向性や内容等について意見・提言を受け、

検討・協議を行いました。 

また、市民意識調査やワークショップ、パブリックコメント等を通じて、様々なご意

見をいただきました。 

 

（１）鉾田市地域福祉計画策定委員会 

この計画に関する事項を審議するため、学識経験者を始め各関係機関や関係団体の代

表者 19 名で構成する鉾田市地域福祉計画策定委員会を設置しました。なお、策定委員

会は、地域福祉活動計画との整合性をはかり、両計画を審議することから、名称は「鉾

田市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会」として開催しました。 

 

（２）「鉾田市地域福祉計画」庁内ワーキングチーム 

この計画に関する事項を検討するため、計画策定の中心となる関係各課等による作業

チームを設置しました。 

 

（３）市民意識調査の実施 

本計画の策定に向けて、地域福祉に対する市民の現在の意識や今後の意向や要望を

探り、分析結果を計画策定の資料として活用することを目的として「鉾田市地域福祉

計画策定のためのアンケート調査」を実施しました。 

 

■実施概要 

調 査 対 象 者 鉾田市在住の 18 歳以上の市民 2,000 人 

抽 出 方 法 住民基本台帳により無作為抽出 

調 査 方 法 郵送配付・郵送回収 

調 査 期 間 平成 30 年 7 月 13 日（金）～平成 30 年 7 月 31 日（火） 

回 収 結 果 回収数（回収率）：523 人（26.2％） 

 

（４）ボランティア団体等へのアンケートの実施 

本計画の策定にあたり、中学生、高校生、区長、民生委員・児童委員、各種団体、

ボランティア団体に、地域のことやボランティア活動等のアンケートを実施しました。 

  



第１章 計画の策定にあたって 

8 

 

■実施概要 

調 査 対 象 者 中学生 395 人、高校生 333 人、区長 134 人、民生委員・児童委員 107 人、 

福祉団体 64 団体、ボランティア 360 人（調査数 1,393 人） 

調 査 方 法 郵送配付・郵送回収 

調 査 期 間 平成 30 年 7 月 9 日（月）～平成 30 年 7 月 31 日（火） 

回 収 結 果 回収数（回収率）：960 人（68.9％） 

 

（５）ワークショップの開催 

本計画の策定にあたり、地域の現状や課題などを把握し、計画に反映するために、

ワークショップを実施しました。公募において参加いただいた皆さんにより、本市の

4 地区において、各地区の現状や課題等について議論しました。 

 

■開催概要 

開催日 開催地区 参加者数 

９月２９日（土） 
北中学校区 １３名 

南中学校区 １０名 

９月３０日（日） 
大洋中学校区 １５名 

旭中学校区 １０名 

合計 ４８名 

 

  



第１章 計画の策定にあたって 

9 

【鉾田北中学校区の皆さん】         【鉾田南中学校区の皆さん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大洋中学校区の皆さん】          【旭中学校区の皆さん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）パブリックコメントの実施 

計画素案に対して、市民の皆さまから幅広く意見を聴取するために、平成30年12

月28日～平成31年1月26日までパブリックコメントを実施しました。 
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